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2．用語の説明と適用
a）寒冷環境と作業強度
寒冷環境においては，気温のみならず風速が大きな因

子となる．風速の影響については，表Ⅷ-2 の等価冷却
温度を適用する．作業強度を高温の許容基準の場合と
同様に RMR（Relative Metabolic Rate）で表し，軽作
業は RMR ～ 2（代謝エネルギーで～ 190 kcal/ 時），中
等度作業を RMR2 ～ 3（代謝エネルギーで～ 250 kcal/
時）とする．通常の寒冷作業においては継続的な軽作業

（RMR1 ～ 2）が多く，なかには RMR3 程度の中等度作
業もみられる．この程度の作業強度においては作業によ
る呼吸循環系機能への負荷よりも，寒冷による体温調節
系への負荷が大きいものと考えられる．

b）防寒衣服と寒冷指標
寒冷環境の厳しさや作業強度に応じ適切な防寒衣服を

着用しなければならない．表Ⅷ-3 に衣服の保温力を示
した．保温力の低い衣服の場合には放熱により低体温化
や手足のこわばりなどを生じる．保温力の高い衣服を着
用した場合には，動作の妨げとなる場合もみられ，また
作業強度の大きい場合には，発汗に留意しなければなら
ない．図Ⅷ-1 に作業強度別に気温と必要とされる衣服
の保温力とのおおよその関係を示した．

寒冷作業には環境条件，防寒衣服の保温力，作業強度
の関与が大きい．寒冷環境の評価にしばしば風冷指数 
KC（kcal/m2/h）が用いられ，気温 ta（℃）と風速 v（m/s）
から，KC ＝（10 √v －v ＋ 10.5）･（33 －ta）により算定さ
れる．指数値が大きくなると，生体影響が大きくなる

（表Ⅷ-4）．
3．寒冷による人体影響
寒冷に曝露されると皮膚温の低下が起こり，特に手足

など末梢部位での温度の低下が著しい．体内では産熱量
を増やし，体内の熱収支の平衡状態を図ることが行われ
る．しかし，産熱が体熱の放散に追いつかない状態にお
いては体温の低下が起こる．低体温によりふるえや意識
の低下がみられるので，直腸温などの中核部温は 36℃
以下にならないようにすべきである．更に激しいふるえ
の発生はより体温が低下している危険信号であり，直ち
に寒冷曝露を中止すべきである．

　手足などの末梢部位においては寒冷によるこわばり

から作業能率の低下がみられ，安全性がおかされる．さ
らに，冷えによる痛みやしびれが生じ，このときの皮膚
温は手指部でほぼ 10℃，趾部で 13℃である．この痛み
は凍傷にいたる危険信号であり注意が必要である．
4．安全衛生
寒冷が厳しければ保温性の高い防寒服を必要とする

が，作業強度によっては発汗による衣服の湿りに留意す
べきである．このような場合には，汗の蒸発を助長する
ため衣服の開口部を開放したり，休憩室において，湿気
をおびた衣服は，乾いた衣服に着替えるべきである．

局所の冷却や凍傷予防のため手袋の着用が必要であ
る．手の保温と作業能とを配慮し，適切な手袋を選定す
べきである．作業によっては，防水性手袋も必要となる．
寒冷の程度により防寒手袋を着用し，さらに寒冷の程度
が厳しければミトン型の手袋を着用する．作業条件に
よってはミトン手袋を脱がずに操作の出来る機械や道具
を備えるべきである．腕時計，眼鏡わくなどで金属製の
ものの着用は避けるべきである．

足の冷えが起こりやすいので，防寒靴，防寒靴下を着
用し，あわせて作業にともなう靴内の湿気に留意する．

頭部には安全帽，寒冷の厳しさによってはさらに防寒
帽，耳あて，マスク，ゴーグルなどを着用する．

休憩室を設け作業時間を区分し，適時に休みをとるこ
とができるようにする．休憩室には採暖設備を設置しな
ければならない．

半年に 1 回以上の健康診断が必要である．医師が必要
と認めた作業者や中高年作業者に対しては，より保温性
の高い防寒服の着用や寒冷曝露時間の短縮などの必要な
措置を行う．就業前には血圧測定，検尿などのチェック
が必要である．

なお，寒冷作業には冬季の農林漁業など自然環境にお
ける作業から，冷凍，冷蔵倉庫など人口環境における作
業と多岐にわたる．自然の寒冷は季節の変化とともに現
れるが，人工の寒冷は四六時中存在し，そこに働く人々
にとっては温度レベルにみならず季節とも関係し，屋内
外の温度差，くりかえし作業による寒冷曝露など人々の
耐性，抵抗力も問題となる．これら寒冷作業に関しては，
研究途上の問題も多く，今後新しい知見が得られた場合
には，その都度検討する必要がある．

　1．許容基準
全身振動の許容値は 0.35 m/s2 Asum（8）（x, y, z軸の

3 方向の合成振動値の 8 時間等価周波数補正加速度実効
値）とする．

この値以下であれば，ほとんどすべての労働者に健康
上の悪い影響が見られないと判断される．この値以上の
職業的曝露が続いた場合に，非曝露の場合に比べて，背
腰部症状のリスクが増大することが疫学的に明らかにさ

Ⅸ．全身振動の許容基準（暫定）
0.35 m/s2 Asum（8）

†
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れている．

　2．適用範囲
通常の健康状態にある椅座位の作業者が，座席面から

でん部を通して人体全体に伝達する振動（全身振動）に，
1 日 10 分以上職業的に曝露される場合に適用する．な
お，乗物の衝突時に発生するような激しい単発衝撃に対
しては適用しない．

評価する振動の周波数範囲は 0.5-80 Hz とする．

　3．適用方法
1）この基準では，全身振動に 1 日あたり 8 時間曝露さ
れた場合に相当する振動への変換値（x, y, z軸の合成
振動値），すなわち 8 時間等価周波数補正加速度実効値
Asum（8）をもって評価する．

測定評価された合成振動値が aw の場合に許容される
時間 T（hour）は，式（1），を用いて計算する．表に 1
日あたりの曝露時間別の許容値を示す．

　
T＝ 0.98 / aw

2　　　　　（1）

2）振動源あるいは振動曝露条件によって全身振動が変
動する場合は，異なる振動源あるいは振動曝露条件 iに
おける測定評価された合成振動値 awi，1 日の曝露時間
Ti（hour）より，式（2），（3）を用いて，Asum（8）を計
算する．周波数補正において，前後振動 awxi，左右振
動 awyi については Wd 周波数補正特性 1-3）を，垂直振動
awzi については Wk 周波数補正特性 1-3）を用いる．

　
awi ＝（1.42 × awxi

2 ＋ 1.42 × awyi
2 ＋ awzi

2）1/2　 （2）

　Asum（8）＝ 82 ×∑
n

i
iwi Ta 　　　　　　　　　（3）

　4．測定・評価方法
1）測定装置は JIS B 7760-1 : 2004 全身振動―第 1 部：
測定装置 3）（ISO 80414））を満足するものとする．
2）測定・評価は，振動源あるいは振動曝露条件ごとに，
JIS B 7760-2 : 2004 全身振動―第 2 部：測定方法及び
評価に関する基本的要求 2）（ISO 2631-1 : 19971））の規
定にそって，座席面を通じて人体に伝達する振動が入力
すると考えられる位置を原点とした座標系に従って行
う．
3）振動測定が代表値を得る目的の場合，振動源ごとの
計測時間は，十分な精度の統計値を得るために，また，
対象振動源の振動が典型的な曝露状態である事を確かめ
るために，十分に長くなければならない．

　5．全身振動以外の労働条件との関連
全身振動の許容値は，全身振動にのみ曝露される場合

のものである．全身振動の許容値を利用するにあたって
は , 姿勢，重量物取り扱い，労働強度，温熱条件などを
考慮する必要がある．これらの条件が負荷される場合に
は，全身振動の健康への影響が増強されることがあるこ
とに留意する必要がある．

提案理由
　1． 日本産業衛生学会の 1975年の基準 5）の見直しの

必要性
日本産業衛生学会の 1975 年の基準 5）（以下，1975 年

基準）は，日本産業衛生学会許容濃度委員会が当時の
ISO/DIS 2631 を基にして制定したものである．当時の
ISO/DIS 26310 は，その後の見直しにおいて大幅な変
更が繰り返され，ISO 2631-1 : 19971）では当時の ISO/
DIS 2631 にあった疲労能率減退境界の考え方も削除さ
れている．

さらに，わが国では 2004 年に全身振動の人体影響に
関する日本工業標準が初めて制定され，全身振動の人
体影響に関する測定・評価は JIS B 7760-1 : 20042）お
よび JIS B 7760-2 : 20043）（ISO 2631-1 : 19971）および
ISO 8041 : 20034）の対応規格．以下，JIS）に従わなけ
ればならなくなっている．しかし，JIS に従うならば
1975 年基準が規定している全身振動の測定・評価・判
定を行うことは不可能な状況となっている．

　2． 全身振動の健康障害として背腰部症状をとりあげ
る理由

Griffin6）は，不快，活動妨害，健康，知覚，動揺病，

表 .　 x, y, z 軸の 3 方向の合成振動値の曝露時間別許容等価周
波数補正加速度実行値

曝露時間／日 等価周波数補正加速度実行値
m/s2

24時間
16時間
12時間
10時間
８時間
７時間
６時間
５時間
４時間
３時間
２時間
１時間
50分
40分
30分
20分
10分

0.20
0.25
0.29
0.31
0.35
0.37
0.40
0.44
0.49
0.57
0.70
0.99
1.08
1.21
1.40
1.71
2.42
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身体力学について網羅的かつ系統的なレビューを行なっ
ている．同レビューでは，健康影響については，生理学
的反応，病理学的反応（動物実験を含む），労働衛生上
の問題の特質（対照群，撹乱要因，徴候と症状）にわたっ
ている．人の健康への影響については，背腰部，頸肩部，
胃腸部，女性生殖器，末梢血管，蝸牛前庭系などに対す
る影響に整理されている．

その後も多数の研究が行われているが，背腰部症状と
の関連性を焦点にした研究は他を圧倒しており，中でも
職業的曝露に関する疫学的研究については背腰部症状以
外の健康影響に関する研究は見当たらない 7）．

ところで，わが国の厚労省によれば，業務上疾病に占
める腰痛が過半数という状況が長年にわたって続いてお
り，労働人口における腰痛の疫学的調査 8）の職種別統
計によれば，運輸職の腰痛発症件数は全体の 28.3％を占
め，腰痛発症率（労働人口 1 万対）は全職種全体では 1.5
であるのに対して，運輸職は 8.1 とずば抜けて高い．

そこで，全身振動の健康障害として背腰部症状にのみ
着目した許容値の検討を行った．

　3．全身振動の曝露の有無と背腰部症状の関係
全身振動と背腰部症状の関連に着目したレビューあ

るいはメタ分析の文献 9-14）は，全身振動曝露の有無と
背腰部症状との関連を明らかにしている．レビューされ
た文献は重複を除くと 20 件でそのうち有意な関連が認
められたのは，19 件 15-33）であった．いくつかのメタ分
析 12-14）では，背腰部症状の要因として，重量物負荷，
不良姿勢，心理社会的要因とともに，全身振動が独立し
た要因であることが示されている．

　4．全身振動の曝露量と背腰部症状の量・反応関係
全身振動の曝露量として 3 方向の合成振動値の周波数

補正加速度実効値を指標にして背腰部症状の量・反応関
係を検討している文献 16，34-36）では，背腰部症状のリス
ク増大（反応）の最小曝露量，いわゆる閾値を明らかに
しようとした文献はない．

しかし，3 方向の合成振動値の周波数補正加速度実効
値を指標にして背腰部症状の量・反応関係を検討してい
る Boshuizen ら 16）の横断的研究では，耕作・道路・堤
防・運河・建築現場などでトラクタ・収穫機などの運転
に従事する者 326 人について，等価振動曝露値の大き
さ 0.3-0.55 m/s2（n ＝ 66），0.55-0.7 m/s2（n ＝ 121），
0.7-0.9 m/s2（n ＝ 117），＞ 0.9 m/s2（n ＝ 22）で区分
し，ロジスティック解析（年齢，曝露年数，身長，喫
煙，姿勢，重量物負荷，精神的負荷などについて調整，
対照は非曝露群）を行っている．その結果によれば，
back pain の頻発あるいは持続の有症者についてのオッ
ズ比は，3.9（90％ CI ＝ 1.19-13，以下 90％ CI 略），5.2

（1.64-16），6.1（1.97-19），5.3（1.8-20）であり，傾向性
の検定結果は示されていないものの量反応関係が推察さ
れ，0.3-0.55 m/s2 において有意な差が認められるもの
の，1日の曝露時間を示していないので0.3 m/s2 Asum（8）
を許容値とすることが妥当とまでは言い難い．

Bovenzi35）は，ホイールローダー，掘削機，岩盤破
砕機，連結式ダンプカー，オフロード車，クレーン車，
フォークリフト，ブルドーザー，コンテナ・トラクタ，
ゴミ収集車，バスなどの運転に従事する者 317 人を 2 年
間追跡し，Asum（8）の4分位値で分割（＜0.30，0.30-0.34，
0.35-0.45，＞ 0.45 m/s2）し，自己回帰ロジスティック
分析（ベースライン・1 年目・2 年目に観察，年齢，姿
勢，重量物負荷，精神的負荷などについて調整，対照
は＜ 0.30 m/s2）を行い，直近 12 ヶ月以内における low 
back pain の経験についてのオッズ比は 0.79（95％ CI
＝ 0.48-1.29，以下 95％ CI 略），1.61（1.05-2.47），1.46

（0.94-2.26），傾向性に関する尤度比検定で p ＝ 0.027，
直近 12 ヶ月以内における強い low back pain の経験に
ついてのオッズ比は，1.68（1.00-2.82），2.06（1.31-3.23），
0.94（0.57-1.54），傾向性に関する尤度比検定で p＝ 0.54，
直 近 12 ヶ 月 以 内 に お け る low back pain に よ る
disability episode の経験についてのオッズ比は，1.32

（0.72-2.41），2.66（1.60-4.41），1.40（0.82-2.40），傾向性
に関する尤度比検定で p＝ 0.043 という有意な量反応関
係を認めている．

また，Bovenzi36）は，上記研究と同一の対象集団から
直近 12 ヶ月以内において low back pain の経験を有し
ない者202名を抽出して1年間追跡した結果を，Asum（8）
を＜ 0.30（n ＝ 70），0.30-0.4 （n ＝ 68），＞ 0.4 m/s2（n
＝ 64）に分割し，過渡ロジスティック分析（年齢，姿勢，
重量物負荷，精神的負荷，1 年前の過去 12 ヶ月以内に
おける low back pain の経験などについて調整，対照
は＜ 0.30 m/s2）を行い，直近 12 ヶ月以内における low 
back pain の経験についてのオッズ比は 2.32（95％ CI
＝ 1.22-4.44，以下 95％ CI 略），1.64（0.82-3.29），傾向
性に関する尤度比検定で p ＝ 0.086，直近 12 ヶ月以内
における強い low back pain の経験についてのオッズ
比は，2.38（1.24-4.55），1.79（0.89-3.60），傾向性に関
する尤度比検定で p ＝ 0.048，直近 12 ヶ月以内におけ
る low back pain による disability episode の経験につ
いてのオッズ比は，4.08（1.31-12.7），2.58（0.94-7.05），
傾向性に関する尤度比検定で p＝ 0.020 という有意な量
反応関係を認めている．

以上の Bovenzi35，36）の研究より Asum（8）を指標にし
た場合の背腰部症状発症の閾値は，0.35 m/s2 にあると
判断される．
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提案基準と諸基準の比較
1975 年基準の見直しの必要性は提案理由で述べたと

おりであるが，数値上の比較のみに絞るならば，本提案
の許容値 0.35 m/s2 は，1975 年基準の z 軸振動で最も影
響の大きい帯域 4-8 Hz（1/3 オクターブバンドの中心
周波数）における，ある 1/3 オクターブバンド幅の振動
の許容曝露時間 8 時間値 0.315 m/s2 におよそ相当（1 dB
以下の差）する．なお，ACGIH の TLVs and BEIs の
現行基準 37）は，1 分から 8 時間までについては，1975
年基準とほぼ同じであるが，ISO 2631-1 : 198538）に準
じた周波数補正加速度実効値と 3 方向の合成振動値によ
る能率・疲労減退時間を許容値としているので，提案理
由で述べた 1975 年基準の見直しの必要性で指摘したの
と同じ問題がある．

ISO 2631-1 : 19971）（対応規格 JIS B 7760-1 : 20042））
は，警告域下限の A（8）値として 0.47 m/s2 を示してい
る．しかし，引用されている文献の中には，A（8）を指
標にした文献はなく，周波数補正加速度実効値を指標に
している引用文献でも 1 日の曝露時間を明記しているの
は 1 件（平均曝露時間のみ）19）しかなく，引用されてい
る Boshuizen ら 16），その他の文献が警告域下限の決定
にどのよう適用されたかは明らかでない．

欧州指令 39）では，優勢軸方向の全身振動の 8 時間等
価振動加速度実効値 0.5 m/s2 が action value として，
同 1.15 m/s2 が limit value として定められているが，
その妥当性を証する文献，その他の学術的根拠は明記さ
れていない．
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Ⅹ．手腕振動の許容基準

職業的な手腕振動曝露に対する許容基準を，健康障害
防止の立場から次のように定める．

1．許容基準と提案理由
図Ⅹ-1 あるいは表Ⅹ-1 に示す値を手腕振動の許容基

準とする．ここに示した 1 日の振動作業時間ごとの手
腕振動がこの基準以下であれば，10 年間の振動作業で，
振動曝露に起因しないレイノー現象（以下，非振動性レ
イノー現象）の有症率を超えないことが期待できるもの
である．許容基準の設定には ISO 53491, 2）に基づく日振
動曝露量（周波数補正振動加速度実効値による 8 時間エ
ネルギー等価 3 軸合成値）（ahv（eq, 8h），または A（8））
を用いている．なお，引用文献による振動値は 3 軸中の
最大 1 軸の周波数補正振動加速度実効値であり，1.4 を
乗じることによって3軸合成値に換算した1）．このとき，
最大 1 軸の周波数補正振動加速度実効値の 4 時間エネル
ギー等価値は日振動曝露量（A（8））に等しくなる．
（1）ISO を中心とする諸外国の指針等は，振動障害の

症状のなかで手指レイノー現象（以下，レイノー現象）

に注目している．これは振動障害の主要症状が末梢循環
障害としての振動性レイノー現象であり，この現象は客
観的に認識しやすいこと等の理由による．ちなみに，し
びれ等の末梢神経障害や骨・関節障害の有症率は，振動
工具を使用しないものでも 10％前後とかなり高率であ
り，その成因も様々で，それらが振動性か否かを判断す
ることが困難である．また，それらの発症時点が不明確
で，量－反応関係の判断を困難にしている．さらにこれ
らの障害の判断方法がレイノー現象以上に困難であると
いう問題もある 3，4）．以上から，本許容基準でも設定根
拠としてレイノー現象有症率を用いた．
（2）西欧諸国においては，手腕振動による障害をある

程度明確にとらえることのできるレイノー現象を中心に
評価し，振動作業に従事しない一般集団のレイノー現象
有症率と対比させて，該当作業者にそれと同程度もしく
はそれ以下の有症率まで低下させるように工具改善，作
業管理などの予防対策が進められている．わが国の一般
集団における非振動性レイノー現象の有症率は，これま


